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第１章　行財政改革プランについて

１．策定背景

　将来にわたって安心・安全に暮らしていける国立市にするためには、時代の流れに即して業務
のスリム化を図り、持続可能な行政運営を行っていけるようにしなければなりません。
　現在国立市では、組織及び運営の簡素化・効率化に努め、最小の経費で最大の効果をあげられ
るように、限られた資源を最大限活用し、市民サービスの向上を図るとともに、コストの見直し
を推進しています。
　また、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応するために、行政には、より市民に寄り
添った市民サービスを行っていくことが求められています。それに伴い、新規事業の増加が見込
まれており、人員、予算がさらに必要になってきます。しかし、事業は増加する一方で自然に減少
することはなく、人員、予算にも限りがあります。
　限りある資源を最大限活用し、将来にわたって市民に利益をもたらすためには、行政だけでな
く、市民・議会・行政が一体となって痛みを伴う行財政改革を推進していく必要があります。
　そのため、行財政改革プランを策定し、市民が将来に夢を持てるように行財政改革を市全体で
推進していき、「学び挑戦し続けるまち　ともに歩み続けるまち　培い育み続けるまち　文教都
市くにたち」の実現を目指します。

２．財政状況

　国立市の財政状況は、平成30（2018）年度決算の歳入から見ると市の歳入の根幹である市税
が、納税義務者の増等による個人市民税の増や生産緑地の宅地化やマンション建設等により固
定資産税が増加したこと等により、過去最高の約150億７千万円となりました（図表1）。一方、
税連動交付金では、清算基準の見直しに伴い地方消費税交付金が２億２千５百万円の大幅減と
なり、この影響により、経常一般財源等1は前年度比で△1.0%となりました。また、３年ぶりの普
通交付税交付団体となりました。
　歳出では、しょうがい者福祉サービス費や保育所関連経費等の扶助費が増となった一方、退職
手当の減等により人件費（図表２）が減り、また、繰上償還を行わなかったことにより公債費も減
となりました。この結果、義務的経費2（図表３）は前年度比約１億２千万円のマイナスとなりま
した。ただ、依然として義務的経費が高い水準で推移していることに変わりはなく、今後も厳し
い行財政運営が必要なことを示しています。中でも、人件費については、職員定数、時間外勤務時
間数及び非正規職員比率が、そのすべてにおいて他市平均値より高い状況となっており、「職員
定数及び時間外勤務時間数の適正化計画」を策定し、改善に取り組んでいます。

1	 市税などの「一般財源」のうち、その年度のみ、期間限定など臨時的に収入されるお金ではなく、毎年、経常的に（事業
の有無にかかわらず）収入されるお金のこと

2	 法令又は契約上、毎年度義務的に支出が見込まれ、行政の裁量の及びにくい人件費、扶助費、公債費の合計
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3	 その年度における経常的な収入（市税、地方譲与税及び税連動交付金等）に対する経常的な支出（毎年必要になる経
費）の割合で、この数字が低いほど自由に使える財源が多く、財政の弾力性があるなどと表現されます。

　財政の弾力性を表す経常収支比率3（図表４）は、税連動交付金の減や扶助費の増等により前
年度比1.2ポイント悪化し、96.2％となりました。少子高齢社会の進展を受け、今後ますます扶
助費や繰出金が増えていくことが予想されるほか、公共施設の老朽化対策や待機児童解消等の
課題も山積していますので、財源確保及び経費削減について一層努めていく必要があります。
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　基金（図表５）は、平成30（2018）年度の基金全体では、積立てが10億1,935万円、取崩しが
10億2,490万円で、差し引き555万円減となりました。財政調整基金は積立てが2億7,971万
円、取崩しが2億8,000万円でした。また、特定目的基金は積立てが7億3,964万円、取崩しが7億
4,490万円でした。その結果、平成30（2018）年度末残高は、財政調整基金が22億7,286万円、
特定目的基金が36億2,910万円となりました。
　市債（図表６）は①一般会計事業債、②一般会計赤字地方債、③下水道事業債いずれも残高が減
少しています。一般会計（①②）と下水道事業特別会計（③）を合わせると、市全体の市債残高は
212億5,798万円で、平成29（2017）年度末の224億2,070万円に比べ11億6,273万円減って
います。
　基金は増え、市債は減っていますが、先述の通り少子高齢社会の進展を受け、今後ますます
扶助費や繰出金が増えていくことが予想されるほか、老朽化した小中学校や給食センターの
建て替えや（仮称）矢川プラスの建設、さらなる待機児童解消等の課題もあることから、令和２
（2020）年２月作成の中期収支見通し（図表７）では、８年間の計画期間に合計で約53億円の財
源不足が見込まれています。
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３．これまでの取組

　国立市はこの10年ほど、「国立市行財政健全化プラン」、「国立市新行財政健全化プラン」、「財
政健全化の方策（案）」等に基づく行財政健全化に向けた取組を行ってきました（図表８参照）。
中でも、平成24（2012）年に設置された財政改革審議会による同年８月の中間答申、翌平成25
（2013）年８月の最終答申を受けて行った取組による財政健全化は大きな成果を生んでいま
す。
　平成26（2014）年２月に策定した「財政健全化の取り組み方針・実施細目」により、家庭ごみ
有料化、資産の有効活用、給与の適正化等による歳出抑制等を通じて財政運営の効率化や健全化
に取り組んだ結果、現在でも毎年度７億7,000万円ほどの経常的な効果額を生み出しています。
　さらに、平成28（2016）年度には「国立市健全な財政運営に関する条例」を制定し、引き続き
健全で規律のある財政運営に取り組むとともに、平成30（2018）年２月には、「職員定数及び時
間外勤務時間数の適正化計画」を策定し、職員定数、時間外勤務時間数の抑制に努めているとこ
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ろです。また、事務事業評価による事業のスクラップアンドビルドや、システムの入替等による
業務の効率化も引き続き進めています。長年見直してこなかった使用料・手数料についても、見
直しを進め、令和２（2020）年４月に改定を行うこととなりました。
　このたび、令和元（2019）年度で「財政健全化の取り組み方針・実施細目」の計画期間が終期
となることや、この「財政健全化の取り組み方針・実施細目」についてはあくまでも「財政健全
化」が目的であったことから、ここで新たに「行政改革」にも注力した「国立市行財政改革プラン
2027」を策定し、第５期基本構想第２次基本計画が目指すまちづくりを支えていきます。
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４．計画期間

　第５期基本構想第２次基本計画に連動させ、令和２（2020）年から令和９（2027）年までの８
年間を計画期間とします。なお、第５期基本構想第３次基本計画策定時を目安に、必要に応じて
見直しを行う予定です。

５．新型コロナウィルス感染症拡大とその影響

　新型コロナウィルス感染症は、令和2(2020)年1月に日本国内において感染者が確認され、令
和2(2020)年4月現在では、感染者が1万人を超えてさらなる感染拡大の局面に直面していま
す。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が初めて行われ、人と人との
接触が強く制限されるとともに、都内でも休業要請がなされ、経済が縮小していくことが予想さ
れます。その結果として、所得の減少や消費の縮小等に伴う歳入の減少とともに、新たな行政需
要の発生による歳出の増加が懸念されます。
　よって、本プランの推進に当たっては、その時点での社会経済情勢の変化を的確に捉えながら
柔軟に対応していきます。
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第２章　行財政改革プランの理念

１．行政改革

　今後国立市では、生産年齢人口の減少、後期高齢者人口の増加が見込まれており、それに伴い、
行政の需要は確実に増加していきます。
　また、介護保険事業計画や、幼児教育・保育無償化等の国の制度創設・改正、DV対策、防災・減
災への対応等新たな行政課題への対応等により、市が実施しなければならない業務は増加する
一方です。さらに、制度の複雑化等により業務の難易度も上昇しています。
　そのため、現在行っている業務を的確に把握した上で、担い手の最適化、業務の民間委託、
ICTの活用や業務の効率化を行うとともに、職員の意識向上及び職場環境の向上を図ることに
より、職員一人一人が本来の能力を最大限発揮できるようにすることで、新規事業への人員・時
間を確保し、新たな市民ニーズに対応できる効果的・効率的な行政運営を目指していきます。

２．財政改革

　国立市では、財政健全化の取組に努めているところですが、人件費、扶助費、公債費の義務的経
費の増加により、経常収支比率が上昇しています。
　また、令和９（2027）年度までの中期財政収支見通しでは、毎年度３億円以上、年度によって
は８億円以上の財源不足が生じる見込みとなっています。さらに、少子高齢化の進行に伴い、介
護保険費や後期高齢者医療費が増加することに加え、生活保護費、障害者福祉サービス費をはじ
めとする扶助費も膨らみ、保育需要への対応、公共施設の老朽化対策も必要となります。加えて、
歳出が増大するのに対し、人口減少により市税収入は減少していくことが予想され、国立市の財
政状況は楽観視できるものではありません。
　このような状況の中、新たな市民ニーズに対応していくためには、引き続き、財源確保、歳出抑
制を図り、業務の見直し、改革に取り組むことが必要です。
　そして、限られた財源を効果的かつ効率的に活用するとともに、将来に責任を持ち、人口動態、
社会経済状況等の変化に対応した計画的な財政運営を目指していきます。
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第３章　行財政改革の取組方針

取組方針１「市民ニーズに対応した実行力ある行政運営」

　多様化し高度化する市民ニーズの変化と社会経済情勢の変化に対応する施策を、選択と集中
を図りながら推進します。また、時代の変化に応じた既存事業のスクラップアンドビルドや手法
の転換など、より良い市民サービスを提供するための工夫と仕組みづくりを推進します。

取組方針２「持続可能な財政運営の推進」

　少子高齢化の進展による社会保障費の増加、南部地域やＪＲ国立駅周辺の整備事業、公共施設
マネジメント、待機児童対策等々、本市を取り巻く中長期の財政は厳しい状況にあります。引き
続き安定した財源確保に努めるとともに、限られた財源を重点的、効果的に配分し、将来世代に
責任を持つ持続可能な財政運営を行っていきます。

取組方針３「民間活力の導入」

　職員定数の適正化を推進していくに当たり、多様化し高度化する市民ニーズのすべてに行政
が直接対応していくことは困難な状況にあります。民間にできることは民間に委ね、市が重点的
に取り組む事業への職員配置を行っていく必要があります。よって、PFI、指定管理者制度、アウ
トソーシング等々、民間活力の効果的な導入を推進していきます。また、外郭団体等のより効率
的・効果的な運営に向け、経営体制や人材育成などの支援に積極的に取り組みます。
　さらに、上記のような民間活力の活用に加え、例えば、地域包括ケアシステムにおける医療・介
護の多職種連携や地域住民による見守り・居場所づくりといった活動を行政がコーディネート
しながら課題解決に取り組むなど、行政・民間・地域住民がそれぞれの特性を活かしながら地域
の総合力をもって新たな課題へと対応する仕組みを検討していきます。

取組方針４「組織力の向上」

　職員の能力向上を図ることにより、必要最小限の人数で効率的な業務の遂行に取り組むこと
ができる組織を作ります。また、AI・RPA等の技術を活用した定型的作業の自動化等による業務
の効率化等により、職員の課題解決に対応する時間の確保を目指します。さらに、多様な働き方
を前提に、産休・育休等、欠員の発生による組織力と生産性の低下を防ぐため、柔軟な人員管理や
臨機応変な業務分担ができる仕組みづくりを進めます。
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第４章　具体的な取組

取組方針１「市民ニーズに対応した実行力ある行政運営」に係る取組
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取組方針２「持続可能な財政運営の推進」に係る取組
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取組方針３「民間活力の導入」に係る取組
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取組方針４「組織力の向上」に係る取組
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